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はじめに 

 

近年、選挙の投票率は全国的に低下傾向にあり、静岡市の投票率も年を重ねるごとに低

下しています。そして、国政選挙に比べて地方選挙の投票率低下は著しく、そのような中で、

令和 5 年 4 月 9 日執行の統一地方選挙での静岡市長選挙の投票率は、45.6%で、静清合

併後、最低の投票率となってしまいました。 

特に 10 代 20 代の若年層の投票率は、全世代の中でも一番低い 20%代です。 

私たちの最も身近な市政に「私たちの声を届ける」選挙で、半数以上の市民が投票して

いなくて良いのだろうか。静岡市の未来を担う若い人たちは、市政に自分たちの声を届けな

くて良いのだろうか。 

私たちは、民主主義の根幹である選挙において、投票率の低下に歯止めが掛からない

現状を危機的で深刻な問題ととらえ、早急に効果的な対策を講じなければならないと考え

ました。 

そこで、静岡市選挙管理委員会では、現状分析などを徹底的に行い、全国の先進事例

などを参考に投票率向上策について考えていくことにしました。 

まずは、静岡大学人文社会科学部政治学ゼミと共に静岡市の投票結果、選挙に関する

市民意識調査の結果などを重ね合わせ、選挙の現状を見える化し分析を行い、「目で見る

投票率～静岡市版～」を作成しました。さらに、分析を踏まえたうえで、投票率向上のため

のアイデアを出し合いました。 

そして、学識経験者、メディア、民間事業者などで構成する「どうする投票率研究会」を立

ち上げました。 

研究会では、投票率向上のためのアイデアをもとに、事業化を進めると共により効果的に

実施するためにはどのようにしたらよいのか、委員の皆様の専門的な見識からご意見・アド

バイスをいただきました。 

本書は、静岡市の現状と研究会でいただいた各委員の皆様からのご意見、先進事例な

どを参考に、今後、本市が取り組むべき投票率の向上施策についてまとめたものです。 

 

 

令和 6 年 3 月 

 

 

 

 

 

 

 



 



1 静岡市の投票の現状(「目で見る投票率 静岡市版」より) 

 

静岡市の投票率は、全国の選挙の投票率と同様に年々低下し、5 つの特徴的な傾向があ

ります。 

 

(1) 投票率の推移   全国的な傾向と同様に下がり続けている 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市長選は 12 年で 7 ポイント、市議会議員選挙は 16 年間で 13.3 ポイント下がっています。 

 

(2) 地方選挙と国政選挙  地方選挙の投票率は、国政選挙より相対的に低い。静岡市の全ての

選挙で投票率が最も低いのは、静岡市議選の投票率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国を入れたほうが良い 
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(3)年齢別投票率  若者層(10 代・20 代)の投票率が低いことが顕著 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・20 代の投票率が全世代で一番低くなっています。  

 

 

(4)投票所別投票率  中山間地域は投票率が高く、都市部は低い傾向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市議選の投票所別の投票率で、最も高い箇所は、82.2％、最も低い箇所は、29.1％であり、53.1 ポイ

ントの差があります。 

・投票率が 70％台の箇所は、概ね中山間地域である北部に多く、30％台の箇所は、都市部である南

部に多くあります。 
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(5)期日前投票と当日投票  期日前投票者数の割合は大幅に上昇しており、今後まだ伸びていく

可能性がある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・全国的に期日前投票の利用率は上がっています。統一地方選挙は、12 年間で 2.48 倍、静岡市議

会議員選挙は、 3.35 倍の利用率となっています。 

・令和５年の統一地方選挙は、６都市の政令市長選が実施されています。その中で、静岡市の期日

前投票を使用している割合は政令市の中で５番目であるため、他都市の状況からみて今後まだ伸び

ていく可能性があると言えます。 

 

静岡市の投票率向上策について、5 つの傾向を踏まえたうえで、考えていくことにします。 
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2  静岡市民の選挙への意識 静岡市『令和３年度 市民意識調査』 

 

令和 3 年 3 月の静岡市議会議員選挙後に実施した「市民意識調査」から、静岡市民の「選挙」に

ついての考え方をピックアップしてみました。 

 

(1) 投票に行かない理由  20～30 代は「仕事が忙しく、時間がなかったから」や「選挙によって

政治や暮らしが良くなるわけではないから」と答える割合が高い。 

若い世代ほど、選挙が自分たちの暮らしに与える影響について低く見積もっている。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あなたが投票しなかったのはなぜですか。（○はいくつでも）」 
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(2) 政治や選挙への関心  10 代 20 代は選挙への「関心」が相対的に低い。 

若い有権者の選挙に対する「関心」は低く、年齢が上がるにつれ関心は上がっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 選挙への「義務感」   

投票する・しないは個人の自由と考える人が多く、選挙への義務感は低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あなたは、市議会議員選挙に関心がありましたか。（○は一つ）」 

「あなたは投票について下記のどれに近い考えをもっていますか。（○は一つ）」 
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「投票することは国民の権利なので投票する・しないは個人の自由だと思っている」との回答が、10

～40 代が最も多く選挙への義務感は低い。このような義務感の低下は、若い世代の低投票率に影

響している可能性がある。 

 

(4) 投票する上で役立ったもの   

投票する上で役立ったものは、大半の世代で「新聞」「選挙公報」。 

若い世代の投票においては、「家族、友人、知人との会話」が相対的に重要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あなたが投票する候補者を決めるのに役だったものは何ですか。（○はいくつでも）」 
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（5）投票率向上のために必要なこと 

どの年代でも「子どもの頃から主権者教育を行う」が高い。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「投票率向上には、どのような対策が最も効果的だと思いますか。（〇は 1 つ）」 

 

 子どもの頃 

から主権者教育

を行う 

30.5% 
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現状分析・市民意識調査を踏まえた課題の整理 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

これらの整理の結果を勘案しながら、投票率向上の施策について整理します。 

 
 

  市長選よりも市議選のほうが投票率の下げ幅が大きいことから、単独選挙となる市議選

の投票率向上に向けた対策が必要。 

  「期日前投票」が有権者に浸透し、期日前投票率が伸びており、今後もさらに伸びる可

能性がある。 

  期日前投票の利用者が増えていることから、候補者に関する情報（選挙公報など）を、

公示日または告示日の翌日に準備したい。 

  他の政令市においては、市長選、市議選ともに投票率 30％台の都市が増えている。 

  静岡市のすべての選挙の中で、投票率が最も低いのは、市議選の投票率。 

  地方選挙の投票率は国政選挙と比べて低い。どうしたら、有権者に関心を持ってもら

えるかが重要。 

  若年層(20 代)と高齢者(70 代)の投票率の差が大きいことから若年層向けの啓発は必

要。 

  若年層が政治への関心が低いことから、(投票に行かず)意見が届きにくいという現状に

おいて、若年層に響く関心や関わりをどう作り出すか。 

  山間地に比べて都市部の投票率が低いことから対策が必要。 

  「初めての投票」の段階で投票に行くことを促すことは、その後の投票率との関係にお

いて重要である。 

  年代別の投票率向上の施策が必要。 

  投票への関心や意欲はあったが、投票したい候補者がいなかったという候補者の問

題。 

  若年層が投票するうえで役立ったことは、「家族、友人、知人との会話」が重要。インタ

ーネットの選挙への影響力は限定的。 

  投票率向上のために必要なことは、①子どものころから主権者教育を行う、②政治や選

挙の情報が手軽に得られるようにする、③インターネット投票・商業施設や大学等に期

日前投票所を設置するなど、投票環境の改善を希望する意見が多い。 

  投票に行かない理由に、忙しい、時間がないなど、投票に行きにくいとの回答が一定

数ある。 

  若い世代ほど、選挙が自分たちの暮らしに与える影響を低く見積もっている。 

  若年層の投票率向上のために、政治や選挙に対する「関心」を向上させる取り組み

は、大きな意味を持つ。 

  選挙について義務感の低下は、若い世代の低投票率に影響している可能性がある。 
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3  投票に行かない原因   

 

(1)投票に行かない理由  理由はひとつではなく原因は特定できない 

 有権者が投票に行かなくなったことから、投票率は低下しています。では、なぜ有権者は投票に行

かなくなったのでしょうか。その理由と原因を考えてみることにします。 

 有権者を取り巻く社会環境は急激に変化し、それに伴いライフスタイルが変わり、人々の価値観が

多様化する中で、多くの有権者の「選挙」に対する考え方や意識などは、今までとは変わっています。 

今後も私達を取り巻く社会環境は、急速に変化し続けていくことが予想され、有権者の「政治」や

「選挙」への意識は変わり続けていくことが予想されます。 

さらに選挙の行われる時の世の中の状況、メディアによる政治や選挙の取り上げ、選挙が実施さ

れる時の「世論」は、有権者の意識や行動に大きな影響を与えています。有権者が「自分の 1 票を託

せる候補者がいない」「自分が投票しても暮らしが変わるわけではない」と感じているなど、有権者の

「政治を担う側の人たち」への意識も変化しています。多くの問題が複雑に絡み合う中で、有権者は

投票へ行かない選択をしています。 

有権者が投票に行かない理由は、ひとつではなく、その原因は特定できません。したがって、投

票率向上施策を考える場合も一つの原因に対し一つの施策を実施するという一対一での対応はで

きません。 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投票日の天気が悪い 

1 票を託す候補者が 
いない 

政治に関心がない 

選挙で暮らしが良くなる

わけではない 

選挙当日は忙しい 

選挙は義務でなく、 

「行く行かないは個人の自由」 

誰が候補者か 

わからない 

面倒くさい 

自分が投票しなくても
影響ない 

候補者同士の違いが 

わからない 

候補者の人柄が 

わからない 

有

権

者 
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4 有権者へのアプローチ方法 

 投票に行かない原因を特定できないことから、原因に対する施策を考えるのではなく、有権者に

対し、どのようにアプローチしていくのが良いかを検討したうえで、投票率向上施策を考えていきます。 

「政治学における投票行動モデル」と「有権者の投票に対する考え(市民意識調査の結果)」の２つ

から有権者へのアプローチ方法を考えてみます。 

  

 

(1) 政治学における投票行動モデルによるアプローチ 

投票行動とは、選挙における有権者の行動を指し、投票する、棄権する、特定の候補者や政党

を選ぶといった有権者の行動には、何らかの社会的・心理的要因が影響を及ぼしていると考えら

れ政治学の一分野である選挙研究では、投票行動の分析は重要なテーマの一つとされています。 

 

(ライカーとオードシュックによるモデル) 

R (投票率) ＝ P (主権者教育・社会参画意識) × B (情報発信) 

                                − C （投票環境） + D (主権者教育・意識啓発)  

※( )は、イメージしやすい言葉へ置換したもの 

 

<政治学的な意味> 

R=Reward （報酬)             P=Possibility（投票が与える影響の可能性） 

B=Benefit（期待する候補の当選）    C=Cost（時間的・金銭的） 

D=Duty（投票への義務） 

 

<解説事例> 

・選挙が接戦だと、自分が投票することで P（投票が与える影響の可能性）の値が大きくなるので、 

投票率が上がる。 

・候補者等の政策情報が入手しにくいと、有権者が誰に投票したらよいのか候補者同士の違いや 

候補者への期待効用が判りにくい（B=0）ので、投票率が下がる。 

・投票日が雨天だと投票所へ行くためのコストや労力がかかるため、C(時間的・金銭的)の値を大きく

するため、投票率が下がる。 

・新たな期日前投票所設置や時間の延長は、C(時間的・金銭的)の値を小さくするので、投票率が上 

がる。 

・投票しなければという義務感 D（投票への義務）が高くなれば、投票率が上がる。 

 

 

                                

 

P (主権者教育・社会参画意識)、B (情報発信)、D (主権者教育・意識啓発)を積極的に行うととも

に、C (コスト：時間的・金銭的)を下げることが投票率向上に繋がる。  
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(2) 有権者の投票に対する考え（市民意識調査の結果）と投票行動モデルの有権者へのアプロ

ーチとの比較 

 

 

 

「投票率向上にはどのような対策が最も効果的だと思いますか。」(市民意識調査の結果) 

※P7 掲載のグラフを棒グラフに変更しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 投票率向上施策について、市民意識調査による有権者が効果的であると考えた対策と政治学

における投票行動モデルによる有権者へのアプローチ方法は一致しています。 

 

 
(3) 有権者へのアプローチ方法の結論 

「政治学における投票行動モデルによるアプローチ」と「有権者の投票に対する考え」は一致して

いることから、投票率の向上を考えるうえで、「主権者教育」、「情報発信」、「投票環境」の３つの視点

による対策の検討が必要になると考えられます。 

Ｐ 主権者教育 

(社会参画意識)、  

D 主権者教育 

(意識啓発) 

Ｂ 情報発信 C 投票環境 
政治学における投票

行動モデルのアプロ
ーチをイメージしや
すい言葉に置き換え
したもの(P10 掲載) 

市民意識調査の回答内容と政治学における投票行動モデルをイメージしやすい言葉に

置換したものとを引き合わせてみます。 

一

致 
一

致 

一

致 
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 5 投票率向上のターゲットと目指す将来像 

    

市民意識調査の分析で、投票に行く・行かないという投票行動については年代ごと考え方が違う

ため、それぞれの年代に応じた対策が必要であることから、投票率向上に向けターゲットを定めたう

えで具体的な施策を検討していきます。また、地方選挙・国政選挙の状況も異なることから、この章

では、対象とする選挙及びターゲット（対象者）を明確にしたうえで目指す将来像について考えてみ

ます。 

 

(1) 対象とする選挙  静岡市議会議員選挙 

 

静岡市議会議員選挙・静岡市長選挙ともに、投票率は低下傾向にあります。市議会議員選挙は

過去５回（平成 17 年、21 年、25 年、29 年、令和３年）の選挙の投票率が回を追うごとに低下し、

53.4％から 40.1％へと 13.3 ポイント、市長選挙は 52.6％から 45.6％へと 7.0 ポイント低下していま

す。また、市議会議員選挙は、市長選挙よりも投票率の下げ幅が大きくなっています。 

そこで、地方選挙・ 

国政選挙を含め、静岡 

市の選挙の中で最も投 

票率の低い市議会議員 

選挙の投票率向上を目 

標にします。さらに令和 

7 年 3 月の市議会議員 

選挙終了後、令和７年 

度中には、立て続けに 

3 つの選挙が予定され 

ていることから、まず、 

令和 7 年に執行される 

最初の選挙の投票率 

を上げることで、その後 

に続く選挙の投票率も引き上げていきたいと考えました。 

 

＜今後（令和７年～11 年）の選挙日程＞ 

【令和７年（2025 年）】 

３月 静岡市議会議員選挙 

６月 静岡県知事選挙 

７月 参議院議員通常選挙 

10 月 （衆議院議員総選挙（任期満了の場合）） 

【令和９年（2027 年）】 

   ４月 統一地方選挙（静岡市長選挙・静岡県議会議員選挙） 

【令和 10 年（2028 年）】 

   ７月 参議院議員通常選挙 

53.4% 

51.4% 

45.7% 

41.2% 
40.1% 

50.8% 

52.6% 

48.4% 48.8% 

45.6% 

市長選 
市議選 
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【令和 11 年（2029 年）】 

３月 静岡市議会議員選挙 

６月 静岡県知事選挙 

10 月 （衆議院議員総選挙（任期満了の場合）） 

 

(2) 対象とする人  若年層（10 代～20 代）を対象。特に初めて選挙に行く人（18・19 歳を中心に） 

「どうする投票率研究会」において、ターゲットは若年層のなかでも特に「初めて選挙に行く人」に

するべきとの意見をいただきました。 

 

(3) 初めて選挙に行く人をターゲットにする理由  選挙デビューの投票率を高くして落とさない 

 

以下の３つの理由から、若年層の中でも初めて選挙に行く人をターゲットに投票率向上に向けた

施策に取り組んでいきます。 

①初めて選挙権を得たタイミングで選挙に行く（選挙デビュー）ことで、最初から「投票に行く」のが 

あたりまえと思ってもらうような意識づくりをするため。 

②全世代の中で 19 歳の投票率が最も低く 20 代が次に低い傾向にあるが、初めて行く選挙の投 

票率を上げることで、２回目以降の投票率の下降を抑えることに繋がると考えるため。 

③投票率は、有権者が年齢を重ねることで多少増加する傾向にあります。(加齢効果による行動 

変容がおこる：下記 12 年後の投票率参照)。これは 10 代で投票に行かなかった人が、就職、 

結婚、子育てなど生活環境が変わる、あるいはライフイベントを経験することで、社会とのつな 

がりなどを意識し、投票に参加する傾向が高まるのではないかと推測されます。 

このことから、まずは、初めて選挙に行く人の投票率を高くすることが、その後の投票率を下げ 

ないためには必要になると考えられるため。 

 

 <12 年後の投票率についての考察> 
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(4) 目指す将来像  

 

①静岡市の選挙の中で、一番投票率の低い市議会議員選挙の投票率をＶ字回復させていき、な

るべく早い段階で平成 17 年の当時の投票率（53.4％）に戻したうえで、その後も投票率を引き

上げていくことを目指します。 

②世代別の投票率については 18 歳（初めて選挙に行く、選挙デビュー）の投票率をできるだけ高 

くするとともに 19 歳～20 代の投票率をできるだけ下げないようにし、その後の加齢効果を上げ 

ていくことを目指します。 

③まずは、令和７年３月執行予定の市議会議員選挙においては若年層（10 代～20 代）の投票率

は、５％以上の増加を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成17年 平成21年 平成25年 平成29年 令和3年

市議会議員選挙の投票率の将来イメージ

投

票

率 

(%) 
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 6 投票率向上施策の全体像 

 

(1) 『どうする投票率研究会』での検討 

令和 5 年 9～10 月に(全３回)、学識経験者・教育関係者・メディア・地元企業の青年部代表者な

どを構成員とする「どうする投票率研究会」を開催し、投票率向上施策について検討しました。大学

生からのアイデアや先進事例をもとに考えた「投票率向上の具体的な施策」をどのように実施して

いけばよいか、各分野の専門的見解をいただきました。 

 

 

(2) 投票率向上対策の３つの柱 

静岡市の投票の現状分析、市民意識調査による市民の考え及び政治学における投票行動モ

デル、研究会の意見などから、投票率向上施策は「情報発信」「投票環境」「主権者教育(社会参

画意識)」の３つの視点によるアプローチが効果的であると考えられます。 

そこで投票率向上の事業を展開していくにあたり、次に掲げる 3 本柱に基づき 25 の事業を実施 

し、投票率の向上を目指していきます。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・教育委員会と組織的に連

携し、継続的に取り組んで

いきます。 

・選挙を考えるきっかけの提

供や年代にあった教育を実

施し、未来の有権者を育て

ます。 

・地域へ関心を高め、政治

や行政への関心と社会参

画意識を育んでいきます。 

・若者の多様な価値観に 

あった情報発信を行い、選

挙情報を周知します。 

・ナッジ理論（※）を意識し

た情報発信を行います。 

・SNS を活用し、若い有権

の話題になるような情報発

信を行い、有権者の選挙へ

の関心を高めます。 

・有権者のニーズに沿った

期日前投票所を充実しま

す。 

・有権者の選挙への心理的

ハードルを下げ、投票に行

ったことのない人が気軽に

楽しい雰囲気で投票できる

ような投票環境を提供しま

す。 

 

有権者に対し情報発信、投票環境、主権者教育などからのアプローチを考え、より効果的な事業と

なるよう、各施策を単独で行うのではなく、施策を組み合わせ、有権者に対し波状攻撃のように実施

していきます。 

 

※「ナッジ理論」：経済的なインセンティブや行動の強制をせず、行動変容を促す手法 
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番号 事業名

1 選挙時啓発

2 若者重点的啓発事業（選挙時啓発）

3 来場者カードのステッカー化事業

4 スポーツ×選挙事業

5 投票所入場券レイアウトの見直し

6 選挙啓発動画活用事業

番号 事業名

7 商業施設での期日前投票所開設事業

8 ウェブによる選挙及び候補者情報の提供事業

9 候補者情報の早期提供事業

10 投票所フォトスポット設置事業

11 市民・民間活動の下支え（投票所でマルシェ開催・選挙バルの実施・選挙割）

番号 事業名

12 小学生用の地方選挙教材作成

13 中学生用の地方選挙教材作成

14 高校生用の地方選挙教材作成

15 教員向け相談窓口設置

16 出前講座

17 選挙器材貸出

18 市民の投票事務従事の実施

19 高校生の投票事務従事の実施

20 大学生の期日前投票立会人の実施

21 選挙サポーターの育成

22 大学生インターンシップの受入れ（大学生職場体験研修の実施）

23 選挙啓発動画コンテスト

24 明るい選挙啓発ポスターコンクール

25 大学生の住民票異動促進事業

２．投票しやすい環境づくり

１．有権者の関心を高める情報発信

３．主権者教育（社会参画）の充実

(3)投票率向上施策事業実施計画一覧　
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(4)投票率向上施策事業実施計画 

 

 

 

事 業 名 １ 選挙時啓発 

活動目的 
・選挙期日、期日前投票期間の周知 

・ＳＮＳを活用し選挙期日や投票所などの情報を若年層に周知する 

事業内容 

・啓発ポスター掲出 

・デジタルサイネージ、YouTube、Ｘ(旧Twitter)広告 

・街頭啓発 

・同報無線による選挙のお知らせ放送を高校生が実施 

組 合 せ 

【２若者重点的啓発事業（選挙時啓発）】 

ＳＮＳを活用した周知 

【３来場者カードのステッカー化事業、10投票所フォトスポット設置事業】 

ＳＮＳ利用者間での拡散を狙う 

【４スポーツ×選挙事業】 

地元静岡のスポーツチームによる情報発信 

【７商業施設での期日前投票所開設事業】 

期日前投票ができることの周知、イベントの実施 

【23選挙啓発動画コンテスト】 

応募作品を啓発に活用 

研究会の 

キーワード 
・若者に伝わる方法での啓発 

成果指標 

アウトカム評価（結果） 

・市民意識調査「選挙が行われることを何で知りましたか」という問

いに対し「ポスター」「デジタルサイネージ」「Web広告」「ＳＮ

Ｓ」「イベント」と回答する人の割合 

・市民意識調査「選挙が行われたことを知っていますか」という問い

に対し「知っている」と回答する人の割合 

アウトプット評価（事業実施量） 

・ＳＮＳの視聴者数及びアクセス数 

見直し 

＜スケジュール＞ 

実施内容 1月 2月

啓発ポスター納品、掲示

ＳＮＳ広告

デジタルサイネージ広告

街頭啓発

同報無線によるお知らせ

3月

静
岡
市
議
会
議
員
選
挙
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新規 

 

 

事 業 名 ２ 若者重点的啓発事業（選挙時啓発） 

活動目的 ・若者に届く情報発信 

事業内容 ・若年層を対象とする選挙イベントを継続的に開催 

組 合 せ 

【１選挙時啓発】 

ＳＮＳを活用した啓発、周知 

【３来場者カードのステッカー化事業、10投票所フォトスポット設置事業】 

ＳＮＳ利用者間での拡散を狙う 

【４スポーツ×選挙事業】 

地元静岡のスポーツチームによる情報発信 

【７商業施設での期日前投票所開設事業】 

期日前投票ができることの周知、イベントの実施 

【23選挙啓発動画コンテスト】 

応募作品を選挙イベントで活用 

研究会の 

キーワード 

・楽しさ、わくわく感を意識した啓発が大切 

・若者の興味は多様化している 

・各事業を組み合わせた波状攻撃 

成果指標 

アウトカム評価（結果） 

・選挙啓発イベント会場でのアンケート調査で「選挙を身近に感じ 

ましたか」という問いに対し「身近に感じた」と回答する人の割

 合 

・市民意識調査「選挙を選挙が行われることを何で知りましたか」

という問いに対し「ＳＮＳ」「イベント」と回答する人の割合 

アウトプット評価（事業実施量） 

・選挙啓発イベントの実施回数及び来場者人数 

＜スケジュール＞ 

実施内容 6月 12月 1月 2月 3月

契約発注

啓発イベント実施

二十歳の記念式典での啓発

ポスターコンクール展示会での啓発

静
岡
市
議
会

議
員
選
挙
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見直し 

 

 

事 業 名 ３ 来場者カードのステッカー化事業 

活動目的 

・スマートフォンのカバーに気に入ったステッカーを入れるという

若者文化があることから、紙の来場者カードをステッカーに変更

し配付することで若年層に選挙に関心を持ってもらう 

実施内容 

・市議、市長選挙の場合はデザインも含め、プロポーザルにより提

案を受ける 

・市議、市長以外の選挙の場合は静岡市市民カメラマンが撮影した

市内の名所・旧跡の写真等を使用し作成する 

・期日前投票所（19箇所）及び当日投票所（全185箇所）で配付 

組 合 せ 

【１選挙時啓発、２若者重点的啓発事業（選挙時啓発）】 

ＳＮＳ利用者間での拡散を狙う 

【７商業施設での期日前投票所開設事業】 

期日前投票所内で希望者に配付 

研究会の 

キーワード 

・選挙への関心を高め「家族・友人・知人」と選挙の会話が増える

ことが大切 

成果指標 

アウトプット評価（事業実施量） 

・ステッカーの配付枚数 

・来場者カードを活用した事業数 

プロセス評価（過程） 

・ステッカーデザインに関する仕様書の検討がされている 

＜スケジュール＞ 

実施内容 6月 2月

契約発注

ステッカー作成

期日前投票所及び当日投票所で配付

3月

静
岡
市
議
会

議
員
選
挙
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新規 

 

事 業 名 ４ スポーツ×選挙事業 

活動目的 
・スポーツ選手を通じて選挙や投票へのメッセージを伝えることで若

者行動変容につなげる 

事業内容 

・地元静岡のスポーツ団体（清水エスパルス、ベルテックス静岡等）

や選手から投票についてSNSで情報発信 

・選挙啓発イベント等への参加 

組 合 せ 

【１選挙時啓発、２若者重点的啓発事業（選挙時啓発）】 

期日前投票ができることの周知、イベントの実施 

【７商業施設での期日前投票所開設事業】 

商業施設内でショッピング等のついでに投票できるＰＲ 

研究会の 

キーワード 

・多様な興味を持つ若者に届く情報発信 

・行政だけでなく、民間、有権者と共に「投票に行く」という機運を

高める 

成果指標 

アウトプット評価（事業実施量） 

・スポーツ選手等が啓発事業に関わった活動件数（参加及びＳＮＳ投

稿数） 

プロセス評価（過程） 

・プロ運営会社と協議がされている 

 

 

 

 

＜スケジュール＞ 

4月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

アンバサダー就任式 ●

選挙啓発イベントの参加 ●

ポスターコンクール等の
表彰式プレゼンター

●

期日前投票所：
ﾌﾟﾚｲﾍﾞﾝﾄ模擬投票

●

高校生の投票事務従事研修
会（３区）

●

選挙啓発サポーターが
企画立案した啓発活動

●

ホームゲームでの
大型ビジョン等の広報

●

選挙管理委員会 ● ● ● ●

報道発表 ● ● ●

静
岡
市
議
会
議
員
選
挙

報
告

活
動

実施内容
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新規 

  

事 業 名 ５ 投票所入場券レイアウトの見直し 

活動目的 
・選挙時に各世帯に送付している入場券を、投票に行きたくなる内容

にして、投票所に対するハードルを下げる 

実施内容 

・ナッジの手法を取り入れ、選挙期日の案内、期日前・不在者の説明

を簡潔に記載し、選挙についての不明な点は、住所地の各区選管へ

という問い合わせ先等の案内もする 

・「初めての選挙(仮称)」を市選管ＨＰに作成し、入場券に二次元コ

ードを埋め込み飛ばす 

組 合 せ 

【８ウェブによる選挙及び候補者情報の提供事業】 

入場券及びポスター掲示場に選挙公報のデータを掲載する市ＨＰへ

の二次元コードを埋め込みウェブに飛ばす 

研究会の 

キーワード 

・ナッジの手法を取り入れる（投票に行きたくなる行動変容を促す仕

掛け） 

成果指標 

プロセス評価（過程） 

・ナッジの手法を取り入れた、投票所入場券レイアウトの見直しがさ

れている 

 

 
＜スケジュール＞ 

実施内容 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

投票所入場券の見直し作業

契約課へ発注、業者決定

納品、印刷及び圧着、郵便局へ
の持ち込み、郵送

静
岡
市
議
会

議
員
選
挙
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新規 

 

 

 

事 業 名 ６ 選挙啓発動画活用事業 

活動目的 
・選挙啓発動画コンテストに応募された作品を多くの場面で使用し

若者目線で「選挙に行こう！」と思えるきっかけを創出 

事業内容 

・静岡大学の学生が作成した選挙啓発動画を、二十歳の記念式典等

で上映（令和５年度実施） 

・選挙啓発動画コンテスト最優秀・優秀作品は市ＨＰで公開 

・選挙啓発動画コンテストの応募作品をポスターコンクール展示会

選挙イベント及びＩＡＩスタジアム日本平等の試合会場で上映 

組 合 せ 

【17選挙器材貸出】 

選挙器材貸出の際、選挙啓発動画の活用を提案し、選挙の関心を高

める場となるように努める 

【23選挙啓発動画コンテスト】 

【24明るい選挙啓発ポスターコンクール】 

研究会の 

キーワード 

・あなたの１票が結果を変えるというメッセージ性が大切 

・若者にバズらせるにはどうすればよいのか 

成果指標 
アウトプット評価（事業実施量） 

・活用実績箇所数 

＜スケジュール＞ 

実施内容 4月 5月 11月 12月 1月 2月 3月

二十歳の記念式典で上映

ポスターコンクールで上映

優秀作品をHPで公開

選挙イベント等で上映

静
岡
市
議
会

議
員
選
挙
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新規 

 

 

事 業 名 ７ 商業施設での期日前投票所開設事業 

活動目的 

・これまで投票に来ていない層をターゲットとする 

・わざわざ投票に行くのではなく、ショッピングのついでに投票し

てもらうことで投票者数増につなげる 

・選挙は難しいという心理的なハードルを下げ、投票行動を日常生

活の一部に組み込む 

実施内容 

・市内商業施設（マークイズ静岡２階）に、期日前投票所を設置す

 る 

・葵区・駿河区・清水区の投票ブースを設けて実施する 

・商業施設内に投票ができる期間の掲示を行う 

組 合 せ 

【１選挙時啓発、２若者重点的啓発事業（選挙時啓発）】 

期日前投票ができることの周知、イベントの実施 

【３来場者カードのステッカー化事業】 

期日前投票所内で希望者に配付 

【４スポーツ×選挙事業】 

地元静岡のスポーツチームによる情報発信 

【８ウェブによる選挙及び候補者情報の提供事業】 

市ＨＰによる周知 

【10投票所フォトスポット設置事業】 

期日前投票所付近にフォトスポットを設置 

研究会の 

キーワード 

・商業施設の期日前投票所は３区の投票所の開設が効果的 

・各事業を組み合わせた波状攻撃 

成果指標 

アウトカム評価（結果） 

・期日前投票率のアップ 

アウトプット評価（事業実施量） 

・商業施設で期日前投票を行った人数 

＜スケジュール＞ 

実施内容 12月 1月 2月

契約発注

静岡気分２月号による周知

会場での模擬投票イベント

市ＨＰでの周知

施設内掲示

期日前投票開始

3月

静
岡
市
議
会
議
員
選
挙
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見直し 

 

 
 

 

事 業 名 ８ ウェブによる選挙及び候補者情報の提供事業 

活動目的 ・候補者情報の入手方法を多様化する 

事業内容 
・選挙公報の市ＨＰへの二次元コードをポスター掲示場及び入場券 
に埋め込み、候補者情報の入手方法を増やす 

・選挙公報を市ＨＰで提供していることを周知する 

組 合 せ 
【５投票所入場券レイアウトの見直し】 
【９候補者情報の早期提供事業】 

市ＨＰに掲載する選挙公報のデータを、有権者へより早く情報提供する  

研究会の 

キーワード 

・情報の案内として二次元コードは有効 
・ウェブでの情報提供が主流になってくる 
・新聞購読世帯は減っている 
・ナッジの手法を取り入れ（投票に行きたくなる行動変容を促す仕
掛け） 

成果指標 

アウトカム評価（結果） 
・市民意識調査「投票する候補者を決めるのに役立ったものは何で
すか」という問いに対し「選挙公報」と回答する人の割合 

アウトプット評価（事業実施量） 
・掲載ＨＰのアクセス数 
プロセス評価（過程） 
・選挙公報や選挙情報のＨＰ二次元コードについて報道機関への周  
 知 

＜スケジュール＞ 

実施内容 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ポスター掲示場及び投票所
入場券の見直し作業

投票所入場券の契約課へ発
注、業者決定

ポスター掲示場の業者決定

ポスター掲示場の設置及び
投票所入場券の納品

静
岡
市
議
会

議
員
選
挙
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見直し 

 

 

3月
〇日
17:00
～

8:30
～

17:00

17:15
～

17:30

18:00
～

21:00
～

8:30
～

9:00
～

13:00
～

市・区
選挙公報原稿審査、原稿を
印刷業者へ送付

市・区 告示、立候補届出

市
候補者名と候補者のウェブ
サイトを市ＨＰに掲載

区
選挙公報の掲載順序決定く
じ実施→掲載順決定

市
選挙公報の掲載順序を印刷
業者へ連絡

市 テスト印刷で掲載順の確認

市
選挙公報データ受取、市Ｈ
Ｐへの掲載

市 最終確認→印刷

市 選挙公報（印刷物）受取

市 選挙公報の新聞折込

実施内容

告示日 告示日翌日

準
備

活
動

3月

静
岡
市
議
会
議
員
選
挙

 

事 業 名 ９ 候補者情報の早期提供事業 

活動目的 ・期日前投票日までに候補者の情報（選挙公報）を情報提供する 

事業内容 

・期日前投票開始時刻前に市ＨＰへ選挙公報のデータをアップ 

・選挙公報の提供は従来どおり紙を新聞折込で配布するほか、公共施

設等へ配架する 

組 合 せ 

【８ウェブによる選挙及び候補者情報の提供事業】 

入場券及びポスター掲示場に選挙公報のデータを掲載する市ＨＰへ

の二次元コードを埋め込みウェブに飛ばす 

研究会の 

キーワード 

・若い世代ほど紙を見ない 

・新聞購読世帯は減っている 

・ウェブでの情報提供が主流になってくる 

成果指標 

アウトカム評価（結果） 

・市民意識調査「投票する候補者を決めるのに役立ったものは何です

か」という問いに対し「選挙公報」と回答する人の割合 
アウトプット評価（事業実施量） 
・掲載ＨＰのアクセス数 
プロセス評価（過程） 
・関係機関との協議 

＜スケジュール＞ 

27



新規 
 

事 業 名 10 投票所フォトスポット設置事業 

活動目的 ・若者から若者に選挙に関する情報発信をしてもらう 

事業内容 
・商業施設の期日前投票所付近にフォトスポットを設置 

・商業施設内での掲示 

組 合 せ 

【１選挙時啓発、２若者重点的啓発事業（選挙時啓発）】 

親子で期日前投票ができることの周知、イベントの実施 

【７商業施設での期日前投票所開設事業】 

商業施設内でショッピング等のついでに投票できるＰＲ 

研究会の 

キーワード 

・各事業を組み合わせた波状攻撃 

・親子連れ投票は子どもの将来の投票に影響を与える 

成果指標 
アウトプット評価（事業実施量） 

・期日前投票期間中にフォトスポットを使用した人数 

 

 
＜スケジュール＞ 

実施内容 12月 1月 2月

契約発注

静岡気分２月号による周知

会場での模擬投票イベント

市ＨＰでの周知

施設内掲示

期日前投票開始

3月

静
岡
市
議
会
議
員
選
挙
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新規 

 

事 業 名 
11 市民・民間活動の下支え 

（投票所でマルシェ開催・選挙バルの実施・選挙割） 

活動目的 
・選挙の機運を盛り上げてくれる民間事業者の活動を後押しす 

 る 

事業内容 

＜マルシェ＞ 

・公職選挙法に抵触しないためのガイドライン作成 

・投票所使用について手続き方法等のマニュアル作成 

＜選挙バル・選挙割＞ 

・民間事業者との調整 

研究会の 

キーワード 

・選管だけではなく、民間も巻き込んで全市を挙げて取り組め

るかが大切 

・行政の支援は難しいが、民間任せにならないように何かしら

の関わりが必要 

成果指標 

プロセス評価（過程） 

・公職選挙法や投票所使用についての指針等の作成、見直し、

公表がされている 

 

 

 

＜スケジュール＞ 

実施内容 3月 4月 5月 6月 12月 1月 2月 3月

公職選挙法に抵触しないた
めのガイドライン作成

投票所使用について手続き
方法等のマニュアル作成

投票管理者との調整

静
岡
市
議
会

議
員
選
挙
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新規 

 

事 業 名 12 小学生用の地方選挙教材作成 

活動目的 
・地域への関心を向上させて静岡市への愛着度及び選挙への関心を高

める 

事業内容 

・授業で活用できる教材等の作成 

・教員が地方教材を使用したモデル授業を実施 

・教材は市ＨＰにアップ 

・教材は毎年データ更新や使い易さなどを検証し、見直す 

・教材を使用した授業を各学校教員に説明し、横展開する 

組 合 せ 
【15教員向け相談窓口設置】 

主権者教育を行う教員の相談に乗り、教員の支援をする 

研究会の 

キーワード 

・教育委員会と連携し、年齢に応じた「主権者教育」を実施する 

・息の長い継続的な取組が必要 

成果指標 

アウトプット評価（事業実施量） 

・ＨＰにアップした教材数 

プロセス評価（過程） 

・教員と教材の協議・更新・作成（年１回以上） 

 

 
＜スケジュール＞ 

令和７年度以降も継続して教育委員会と連携していく 

実施内容 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

市教育委員会に主権者教育の
連携について説明

●

小中校長会で授業等「主権者教
育」を取扱う場合について周知

●

市立小学校の教員と授業のカリキュ
ラムと選管の関わり方について協議 ● ●

教員が授業で使用したい資料に
ついて聞取り

● ●

教員が授業でそのまま使用でき
るような教材を作成

● ●

ＨＰアップし、教育委員会を通
じて各教員に周知

●

小学６年生の社会科等の授業で
実施

● ●

授業実施後、資料の見直し ●

校長会等を通じて地方教材を使
用した授業の報告 ●

静
岡
市
議
会
議
員
選
挙
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新規 

 

事 業 名 13 中学生用の地方選挙教材作成 

活動目的 ・地域課題の発見や解決に向けた活動ができるような教材を作る 

事業内容 

・目で見る投票率を活用し、授業で活用できる教材等の作成 

・教員が地方教材を使用したモデル授業を実施 

・教材は市ＨＰにアップ 

・教材は毎年データ更新や使い易さなどを検証し、見直す 

・教材を使用したモデル授業を各学校教員に説明し、横展開する 

組 合 せ 
【15教員向け相談窓口設置】 

主権者教育を行う教員の相談に乗り、教員の支援をする 

研究会の 

キーワード 

・教育委員会と連携し年齢に応じた「主権者教育」を実施する 

・息の長い継続的な取組が必要 

成果指標 

アウトプット評価（事業実施量） 

・ＨＰにアップした教材数 

プロセス評価（過程） 

・教員と教材の協議・更新・作成（年１回以上） 

 

 

 

＜スケジュール＞ 

令和７年度以降も継続して教育委員会と連携していく 

実施内容 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

市教育委員会に主権者教育の
連携について説明 ●

小中校長会で授業等「主権者教
育」を取扱う場合について周知 ●

市立中学校の教員と授業のカリキュ
ラムと選管の関わり方について協議 ● ●

教員が授業で使用したい資料に
ついて聞取り ● ●

教員が授業でそのまま使用でき
るような教材を作成 ● ●

ＨＰアップし、教育委員会を通
じて各教員に周知 ●

中学の公民等の授業で実施 ●

授業実施後、資料の見直し ●

校長会を通じて地方教材を使用
した授業の報告 ●

静
岡
市
議
会
議
員
選
挙
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新規 

 

事 業 名 14 高校生用の地方選挙教材作成 

活動目的 ・社会に参画しようとする資質を高め、投票に行ってもらう 

事業内容 

・高校の授業「公共」等で使用できる資料等を作成 

・教員が地方教材を使用したモデル授業の実施 

・教材は市ＨＰにアップ 

・教材は、毎年データ更新や使い易さなどを検証し、見直す 

・教材を使用したモデル授業を各学校教員に説明し、横展開する 

・高３最後の授業等に向けて選挙の大切さについてチラシ作成 

組 合 せ 
【15教員向け相談窓口設置】 

主権者教育を行う教員の相談に乗り、教員の支援をする 

研究会の 

キーワード 

・教育委員会と連携し年齢に応じた「主権者教育」を実施する 

・息の長い継続的な取組が必要 

・高校３年生の最後の授業へのアプローチ 

成果指標 

アウトプット評価（事業実施量） 

・ＨＰにアップした教材数 

プロセス評価（過程） 

・教員と教材の協議・更新・作成（年１回以上） 

 

 

 

＜スケジュール＞ 

令和７年度以降も継続して教育委員会と連携していく 

実施内容 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

市教育委員会に主権者教育の
連携について説明 ●

校長会で授業等「主権者教育」
を取り扱う場合について周知 ●

市立高等学校の教員と授業のカリキュラ
ムと選管の関わり方について協議 ● ●

教員が授業で使用したい資料に
ついて聞取り ● ●

教員が授業でそのまま使用でき
るような教材を作成 ● ●

ＨＰアップし、教育委員会を通
じて各教員に周知 ●

高校の公共等の授業で実施 ●

授業実施後、資料の見直し ●

校長会等を通じて地方教材を使
用した授業の報告 ●

静
岡
市
議
会
議
員
選
挙
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新規 

 

事 業 名 15 教員向け相談窓口設置 

活動目的 ・主権者教育を行う教員の支援 

事業内容 

・選管に選挙に関する問い合わせ・相談窓口を設置 

＜相談窓口での相談内容は次のとおり＞ 

 〇選挙の実施、選挙制度に関すること 

  〇投票率に関すること 

  〇「市議会議員を呼びたいが窓口がわからない」など所管課や

担当者への取り次ぎ 

・教育センターとの意見交換(年1回程度) 

・校長会等での「教員向け相談窓口」について周知 

組 合 せ 

【12～14小・中・高校生用の地方選挙教材作成】 

教員が、社会科や特別活動で選挙や地域課題等を扱う資料を作成

する際、相談に乗り支援をする 

研究会の 

キーワード 

・教育委員会と連携し年齢に応じた「主権者教育」を実施する 

・息の長い継続的な取組が必要 

成果指標 

プロセス評価（過程） 

・教育センターとの協議実施 

・校長会等での「教員向け相談窓口」について周知 

 

 

 

＜スケジュール＞ 

令和７年度以降も継続して教育委員会と連携していく 

実施内容 11月 12月 3月 4月 5月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

市教育委員会に「教員向け相談
窓口」について説明 ●

教育センターとの意見交換 ● ●

校長会で「教員向け相談窓口」
について周知 ● ●

社会科教員研修会で「教員向け
相談窓口」について周知 ● ●

選管に選挙に関する問い合わ
せ・相談窓口対応 ●

静
岡
市
議
会
議
員
選
挙
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見直し 

 

 

事 業 名 16 出前講座 

活動目的 
・将来の有権者である児童・生徒に選挙の意義や重要性について学習

してもらい、政治や選挙に対する関心を高める 

実施内容 

＜選挙に関する講座・模擬投票＞ 

・選挙の意義、大切さ、若年層の投票率などについて 

※カリキュラムの内容は、授業時間と担当教員と相談し決定 

・投票のテーマを決め、模擬投票の実施 

＜実施後＞ 

・アンケート調査、結果を検証し講座内容の見直し 

・毎年データ更新 

＜その他＞ 

・講座希望のなかった学校にニーズ調査 

・対象と時期に応じた出前講座のチラシを作成し配布 

組 合 せ 【17選挙器材貸出】 

研究会の 

キーワード 

・規模の拡大と内容の見直し 

・初めて行く投票所に対するハードルを下げる 

成果指標 

アウトカム評価（結果） 

・事後アンケートによる講座参加者の意識の変化 

アウトプット評価（事業実施量） 

・申し込み件数 

実施内容 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

窓口校と調整 ●

県教委（高校）割振り ●

未実施高校ニーズ調査

随時受付・調整

出前講座の実施

データ更新や内容修正

静
岡
市
議
会
議
員
選
挙

＜スケジュール＞ 
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見直し 

 

 

事 業 名 17 選挙器材貸出 

活動目的 

・生徒会選挙等で、投票箱や記載台などを貸出すだけでなく、生徒

会選挙と連携し、投票の前に選管が選挙の話をするなど、生徒会

選挙をより意義あるものにする 

事業内容 

・投票箱、記載台、用紙交付機などの資器材を学校に貸出す 

・生徒会選挙及び授業の支援 

・選挙啓発動画の活用を提案 

組 合 せ 

【６選挙啓発動画活用事業】 

選挙啓発動画の活用を提案し、選挙の関心を高める場となるよう

に努める 

【16出前講座】 

研究会の 

キーワード 

・規模の拡大と内容の見直し 

・投票することへの心理的ハードルを下げる 

成果指標 
アウトプット評価（事業実施量） 

・貸出件数  

＜スケジュール＞ 

実施内容 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

窓口校と調整 ●

県教委（高校）割振り ●

随時受付・調整

資材貸出の実施

静
岡
市
議
会

議
員
選
挙
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継続 

 

 

 

事 業 名 18 市民の投票事務従事の実施 

活動目的 
・市民が選挙に主体的に関わる機会を増やし、選挙をより身近に感

じてもらい、選挙を自分事に感じてもらう 

事業内容 

・広報紙「静岡気分」、市ＨＰ、庁内ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝでの周知及び募集 

・投票所での投票事務従事（前日準備を含む） 

・募集人数は300人程度（報酬支払有） 

組 合 せ 

【19高校生の投票事務従事の実施】 

有権者及び今後有権者になる高校生が投票事務に参加してもらうこ

とで、選挙に対する関心を持つ 

研究会の 

キーワード 

・市民が事務従事者等を直接体験することは、選挙に対する関心を

持たせることができる 

成果指標 
アウトカム評価（結果） 

・市民の投票事務従事者数３００人 

＜スケジュール＞ 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

市→区 市民従事者について検討

市

市民従事者の周知
市民従事者の募集
（静岡気分掲載・HP掲載）

区→市民従事者

区選管から市民従事者への
通知（従事する投票所等の
連絡）

活
動

市民従事者
投票所での前日準備及び当
日従事

募
集
・
準
備

実施内容

静
岡
市
議
会
議
員
選
挙

36



継続 

 

 
 

事 業 名 19 高校生の投票事務従事の実施 

活動目的 
・有権者及び今後有権者になる高校生が、投票事務に参加してもら
うことで、選挙に対する関心を持つ 

事業内容 

・高校に出向き、高校生の選挙事務への参加について趣旨説明 
・高校での事前研修の実施 
・投票所での投票事務従事（前日準備を含む） 
・募集人数は200人程度（報酬支払有） 

組 合 せ 

【18市民の投票事務従事の実施】 
市民が選挙に主体的に関わる機会を増やし、選挙をより身近に感 
じてもらう 

【21選挙サポーターの育成】 
選挙サポーターが事務従事研修（模擬投票等）を実施 

研究会の 

キーワード 
・高校生が事務従事者等を直接体験することは選挙に対する関心を 
持たせることができる 

成果指標 

アウトカム評価（結果） 

・事後アンケートの結果による高校生従事者の意識の変化 

アウトプット評価（事業実施量） 

・高校生の投票事務従事者数２００人 

＜スケジュール＞ 

4月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 2月 3月 4月

市 高校生事務従事計画を検討 ●

市→高 高校に出向き趣旨説明 ●

市→高
理解を得られた学校へ
市民従事者取扱要綱を配布

●

市→高
高校に生徒参加希望
人数等の調査票を送付

●

高→市 申込書と参加名簿を提出 ●

市・区
参加者の投票所割り振り
各学校に結果を送付

●

市 事前研修

高校生 アンケート回答・とりまとめ ●

市 選挙管理委員会 ● ●

市 報道発表 ●

実施内容

募
集
・
準
備

報
告

活
動

静
岡
市
議
会
議
員
選
挙
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継続 

 

 

 

 

事 業 名 20 大学生の期日前投票立会人の実施 

活動目的 
・大学生が選挙に主体的に関わる機会を増やし、選挙をより身近に

感じてもらう 

事業内容 

・各大学への期日前投票立会人の募集チラシの配布 

・広報紙「静岡気分」及び市ＨＰでの周知及び募集 

・大学生の期日前投票所での立会人の実施 

・募集人数は50人程度 

組 合 せ 

【22大学生インターンシップの受入れ(大学生職場体験研修の実施)】  

大学生がインターンシップを実施した後に、実際に期日前投票立

会人を体験する 

研究会の 

キーワード 

・市民が事務従事者等を直接体験することは選挙に対する関心を持

たせることができる 

成果指標 
アウトカム評価（結果） 

・大学生の期日前投票立会人２５人 

＜スケジュール＞ 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

市・区
大学生の期日前立会人につ
いて検討

市

期日前立会人の周知
期日前立会人の募集
（静岡気分掲載・HP掲載）

市→大学
大学生の期日前立会人の募
集

区→立会人

区選管から立会人への通知
（従事する期日前投票所等
の連絡）

活
動

立会人
投票所での前日準備及び当
日従事

実施内容

募
集
・
準
備

静
岡
市
議
会
議
員
選
挙
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見直し 

 

事 業 名 21 選挙サポーターの育成 

活動目的 ・若者（19歳-25歳）の社会参画意識を高める 

事業内容 

・若年層の投票率向上のための啓発を、企画から実施まで行う 

・募集人数は５人程度 

・活動終了時に活動修了書を発行 

・活動終了後にもサポーターＯＢとして関わりを継続 

※ 効果的な啓発は、市選管の常時啓発に組み込んでいく 

組 合 せ 
【19高校生の投票事務従事の実施】 

高校生の事務従事研修（模擬投票等）を実施 

研究会の 

キーワード 
・若者議会のように参加者が自ら企画し実施することに意味がある 

成果指標 
プロセス評価（過程） 

・事前、事後アンケートによるサポーターの意識の変化 

 

 

 

＜スケジュール＞ 

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

市
「静岡気分」４月号
 での募集周知

市 ＨＰでの募集掲示 ● ●

市
市内５大学へ募集依
頼

● ●

市
サポーターの選定
ボランティア保険加入

● ●

大 サポーター会議 ● ●

大
啓発内容の企画
・実施・反省

市 選挙管理委員会 ● ● ● ●

市 報道発表 ● ● ●

実施内容

報
告

活
動

募
集
・
準
備 静

岡
市
議
会
議
員
選
挙

市議選啓発企画協 啓発準備 啓発実施 反省

県知事・参議院選企画
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新規 

 

 
 

 

事 業 名 22 大学生インターンシップの受入れ（大学生職場体験研修の実施）

活動目的 
・大学生が選挙の準備事務を体験し、選挙に関心を持つことによ

り投票意識の向上を目指す 

事業内容 

・大学生の申請（電子申請により、学生が直接人事課に申込） 

・大学生インターンシップ（大学生職場体験研修）の実施 

・大学生インターンシップ修了書の発行 

・募集人員は１～２人程度 

組 合 せ 

【20大学生の期日前投票立会人の実施】 

大学生がインターンシップを実施した後に、実際に期日前投票

立会人を体験する 

研究会の 

キーワード 

・市民が事務従事者等を直接体験することは、選挙に対する関心

を持たせることができる 

成果指標 
アウトカム評価（結果） 

・事前・後アンケートの結果による研修者の意識の変化 

＜スケジュール＞ 

5月 6月 7月 8月 12月 1月 2月 3月

市
令和６年度インターシップ受入
計画書に登録（人材育成担当）

大学生

大学生の申請（電子申請によ
り、学生が直接人事課に申込）
期日前立会人の募集
（静岡気分掲載・HP掲載）

人材育成
担当

受入部署（市選管事務所）への
結果送付

市

受入部署（市選管事務所）から
大学生あてに可否通知（受入部
署で選考を行い、受入部署から
学生宛にメールで結果を通知）

実
施

市
大学生インターンシップ（大学
生職場体験研修）の実施

実施内容

準
備

静
岡
市
議
会
議
員
選
挙
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新規 

 

 

 

事 業 名 23 選挙啓発動画コンテスト 

活動目的 
・選挙への関心を高めるとともに、若者目線で「選挙に行こう！」

と思えるきっかけを創出する 

事業内容 

・市内高校生、大学生を対象に選挙啓発の動画を募集 

・静岡市区選挙管理委員会等で２作品を選定。その後、投票サイト

での結果により受賞作品を選定 

・最優秀・優秀作品は市ＨＰで公開 

・ポスターコンクール展示会と合わせて上映(モニターで上映) 

組 合 せ 

【１選挙時啓発、２若者重点的啓発事業（選挙時啓発）】 

【６選挙啓発動画活用事業】 

【24明るい選挙啓発ポスターコンクール】 

研究会の 

キーワード 
・若者は紙媒体を見ない、動画の方が受け入れられやすい 

成果指標 

アウトプット評価（事業実施量） 

・応募作品数 

プロセス評価（過程） 

・学校への応募依頼 

＜スケジュール＞ 

実施内容 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

市内高校・大学等に動画
作成依頼

●

投票サイト作成委託契約 ●

作品応募締切 ●

審査会 ●

入賞作品決定 ●

表彰式・展示会 ●

静
岡
市
議
会
議
員
選
挙
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見直し 

 

 

 

事 業 名 24 明るい選挙啓発ポスターコンクール 

活動目的 
・選挙啓発ポスターの制作や展示会及び表彰式を通して、児童・生

徒・保護者が選挙・政治を身近に感じてもらえるようにする。 

事業内容 

・審査は小学生の部、中学生の部、高校生の部の３部門。 

・各部門から最優秀賞１作品、優秀賞４作品を入選作品とする 

・入選作品は静岡県選挙管理委員会へ提出。 

・受賞の５作品は、静岡市の選挙啓発等に使用 

・毎年1月に全応募作品の展示会を実施 

・展示会中に表彰式を実施（令和５年度から） 

・表彰式で親子連れ投票を促すチラシを配布 

組 合 せ 
【６選挙啓発動画活用事業】 

【23選挙啓発動画コンテスト】 

研究会の 

キーワード 

・これまで通りでなく、各施策と組み合わせて検討することが大切 

・親子連れ投票は、子どもの将来の投票につながる 

成果指標 

アウトプット評価（事業実施量） 

・展示会来場者数、応募作品数 

プロセス評価（過程） 

・学校への応募依頼 

＜スケジュール＞ 

実施内容 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

市内小・中・高校に作成依頼 ●

選管審査員選任依頼 ●

作品応募締切 ●

事前審査・審査会 ●

入賞作品決定（県・中央審査） ●

表彰式・展示会 ●

静
岡
市
議
会
議
員
選
挙
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新規 

 

事 業 名 25 大学生の住民票異動促進事業 

活動目的 
・居住する地域の課題や政治・選挙を自分事に感じてもらう 

・社会参画意識の向上 

事業内容 

・静岡市内の大学に入学予定の学生に向けて、入学案内書類と一緒 

のタイミングで、住民票の異動を促すチラシを送付する 

（令和５年度から実施） 

・「入学時に大学から送られた書類は目を通す」という学生の意見 

からチラシは入学案内書類と一緒に送る 

研究会の 

キーワード 

・学生の意見を取り入れた内容にするとよい 

・ナッジ理論活用「投票に行きたくなる行動変容を促す仕掛け」 

成果指標 
プロセス評価（過程） 

・市内大学と選管との協議 

 

 
＜スケジュール＞ 

令和６年度以降も継続してチラシの送付を大学に依頼していく。 

実施内容 11月 12月 1月 2月 3月

チラシ案作成、完成 ●

チラシ印刷、納品 ●

入学案内に同封して送付 ●

静
岡
市
議
会

議
員
選
挙
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事
務

従
事

主
権

者
教

育

選
挙

サ
ポ

ー
タ

ー
の

育
成

投 票 所 に マ ル シ ェ ・ 選 挙 バ ル ・ 選 挙 割

大
学

生
住

民
票

異
動

促
進

情
報

発
信

投
票

環
境

有
権

者
の

利
便

性
向

上

心
理
的
ハ
ー
ド
ル
を
さ
げ
る

大
学

生
の

期
日

前
投

票
立

会
人

地
方

選
挙

教
材

（
高

校
生

）

( 20 代)

社 会 人 大 学 生 高 校 生 小 中 学 生

有
権

者
の

背
中

を
押

す

市
民

の
投

票
事

務
従

事

(5
)対

象
者

別
施

策
一

覧

18 歳 に 対 し 、

力 を い れ る

も の
選

挙
器

材
貸

出

大
学

生
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ

選 挙 啓 発 動 画 活 用

投 票 所 フ ォ ト ス ポ ッ ト 設 置

投 票 所 入 場 券 レ イ ア ウ ト の 見 直 し

候 補 者 情 報 の 早 期 提 供

商 業 施 設 で の 期 日 前 投 票 所 開 設

選 挙 時 啓 発

若 者 重 点 啓 発 （ （ 選 挙 時 啓 発 ）

ウ エ ブ に よ る 選 挙 及 び 候 補 者 情 報 の 提 供

来 場 者 カ ー ド の ス テ ッ カ ー 化

ス ポ ー ツ × 選 挙

地
方

選
挙

教
材

（
小

・
中

学
生

）

明 る い 選 挙 啓 発 ポ ス タ ー コ ン ク ー ル

教
員

向
け

相
談

窓
口

選 挙 啓 発 動 画 コ ン テ ス ト

選 挙 啓 発 動 画 コ ン テ ス ト
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(6
)投

票
率

向
上

施
策

　
事

業
実

施
計

画
　

全
体

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

番
号

事
業

名
3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

4
月

5
月

6
月

1
選

挙
時

啓
発

2
若

者
重

点
的

啓
発

（
選

挙
時

啓
発

）

3
来

場
者

カ
ー

ド
の

ス
テ

ッ
カ

ー
化

事
業

4
投

票
所

入
場

券
レ

イ
ア

ウ
ト

の
見

直
し

5
ス

ポ
ー

ツ
×

選
挙

事
業

6
選

挙
啓

発
動

画
活

用
事

業

7
商

業
施

設
で

の
期

日
前

投
票

所
開

設
事

業

8
ウ

ェ
ブ

に
よ

る
選

挙
及

び
候

補
者

情
報

の
提

供
事

業

9
候

補
者

情
報

の
早

期
提

供
事

業

1
0

投
票

所
フ

ォ
ト

ス
ポ

ッ
ト

設
置

事
業

1
1

市
民

・
民

間
活

動
の

下
支

え
（
投

票
所

で
マ

ル
シ

ェ
・
選

挙
バ

ル
・
選

挙
割

）

1
2

小
学

生
用

の
地

方
選

挙
教

材
作

成

1
3

中
学

生
用

の
地

方
選

挙
教

材
作

成

1
4

高
校

生
用

の
地

方
選

挙
教

材
作

成

1
5

教
員

向
け

相
談

窓
口

設
置

1
6

出
前

講
座

1
7

選
挙

器
材

貸
出

1
8

市
民

の
投

票
事

務
従

事
の

実
施

1
9

高
校

生
の

投
票

事
務

従
事

の
実

施

2
0

大
学

生
の

期
日

前
投

票
立

会
人

の
実

施

2
1

選
挙

サ
ポ

ー
タ

ー
の

育
成

2
2

大
学

生
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
の

受
入

れ
（
大

学
生

職
場

体
験

研
修

の
実

施
）

2
3

選
挙

啓
発

動
画

コ
ン

テ
ス

ト

2
4

明
る

い
選

挙
啓

発
ポ

ス
タ

ー
コ

ン
ク

ー
ル

2
5

大
学

生
の

住
民

票
移

動
促

進
事

業

３ ． 主 権 者 教 育 （ 社 会 参 画 ） の 充 実

3
月

２ ． 投 票 し や す い

環 境 づ く り

１ ． 有 権 者 の 関 心 を 高 め る 情 報

発 信

募
集

会
議

企
画

反
省

準
備

募
集

教
材

作
成

教
育

セ
ン

タ
ー

と
教

材
の

協
議

・
作

成

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

・
申

請
手

続
き

マ
ニ

ュ
ア

ル
作

成

教
材

作
成

教
材

HP
ア

ッ
プ

・
授

業
教

育
セ

ン
タ

ー
と

教
材

の
協

議
・

作
成

資
料

見
直

し
・

校
長

会
授

業
報

告
教

材
HP

ア
ッ

プ
・

授
業

教
材

作
成

教
育

セ
ン

タ
ー

と
教

材
の

協
議

・
作

成
資

料
見

直
し

・
校

長
会

授
業

報
告

教
材

HP
ア

ッ
プ

・
授

業

主
権

者
教

育
を

行
う

教
員

の
相

談
に

の
り

、
教

員
の

支
援

市
内

高
校

に
募

集
周

知
申

込
受

付
事

前
研

修
参

加
者

投
票

所
割

り
振

り

周
知

・
募

集

周
知

・
募

集

市
・

県
・

国
審

査
会

展
示

会
・

表
彰

式

市
審

査
会

二
十

歳
の

式
典

・
展

示
会

・
表

彰
式

受
入

登
録

申
込

受
付

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

チ
ラ

シ
検

討
入

学
案

内
同

封

ポ
ス

タ
ー

掲
示

場
等

見
直

し
作

業
契

約
発

注

ア
ン

バ
サ

ダ
ー

就
任

準
備

チ
ー

ム
等

か
ら

SN
S情

報
発

信
・

選
挙

啓
発

イ
ベ

ン
ト

参
加

二
十

歳
の

式
典

契
約

発
注

作
成

契
約

発
注

契
約

発
注

啓
発

ポ
ス

タ
ー

・
SN

S広
告

・
街

頭
啓

発
等

イ
ベ

ン
ト

模
擬

投
票

模
擬

投
票

申
込

受
付

区
選

管
割

り
振

り
実

施
校

と
打

合
せ

・
実

施
申

込
受

付
区

選
管

割
り

振
り

申
込

受
付

区
選

管
割

り
振

り
実

施
校

と
打

合
せ

・
実

施
申

込
受

付
区

選
管

割
り

振
り

募
集

募
集

実
施

準
備

ア
イ

ス
タ

等
上

映

契
約

発
注

契
約

発
注

候
補

者
説

明
会

教
材

HP
ア

ッ
プ

・
授

業

イ
ベ

ン
ト

イ
ベ

ン
ト

イ
ベ

ン
ト

未
実

施
校

の
ニ

ー
ズ

調
査

・
打

合
せ

未
実

施
校

の
ニ

ー
ズ

調
査

・
打

合
せ

教
材

HP
ア

ッ
プ

・
授

業
資

料
見

直
し

・
校

長
会

授
業

報
告

実
施

教
材

HP
ア

ッ
プ

・
授

業

契
約

発
注

実
施

投
票

所
入

場
券

見
直

し
作

業
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7 各事業の効果検証について 

 

  各事業は、選挙実施後に事業毎に効果測定を行い、課題を洗い出して次回の事業実施に反映

させていきます。 

事業実施後すぐに課題を洗い出し、見直しを行う短期で改善していくもの、長期スパンで考えなく

てはならないものなど事業ごとに、評価の方法や評価基準は異なります。 

次の 3 つの評価方法で事業を評価していきます。なお、事業に期待する効果や目的が複数ある

事業については、複数の成果指標を設定し、評価していきます。 

 

① プロセス評価（過程） 

主権者教育など継続的な取組みが重要な事業については、毎年度、教育委員会など関係機関 

との協議等の過程を評価していきます。 

（事業例示）小・中・高校生の地方選挙教材作成、教員向け相談窓口設置など 

 

② アウトプット評価（事業実施量） 

選挙に関する情報に触れる人やイベント等に参加する人を増やすため行う事業については、 

SNS への投稿回数や参加者数など数量を評価していきます。 

（事業例示）スポーツ×選挙事業、投票所フォトスポット設置事業など 

 

③ アウトカム評価（結果）  

最終目的である投票率向上、またそれに直結すると思われる有権者の意識の変化については、 

投票率など結果を評価していきます。 

（事業例示）若者重点的啓発事業（選挙時啓発）、商業施設での期日前投票所開設事業など 

 

投票率 

評価構造イメージ図 

アウトカム 

アウトプット 

プロセス 

・市民意識調査・ｱﾝｹｰﾄ調査 

・期日前投票率アップなど 

 

・SNS 投稿数 ・掲載ＨＰアクセス数 

・ﾌｫﾄｽﾎﾟｯﾄ利用人数 ・選挙器材貸出件数など  

・教員と地方選挙教材の協議・作成・見直し・更新 

・プロ運営会社との協議 ・市内大学との協議など 
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令
和

６
年

令
和

７
年

令
和

８
年

令
和

９
年

令
和

1
0
年

令
和

1
1
年

令
和

1
2
年

以
降

市
議

選
市

長
選

（
県

議
選

）

事
務

局
（

評
価

・
見

直
し

等
）

知
事

選
国

政
選

挙
（

衆
・

参
）

市
議

会
議

員
選

挙
・

市
長

選
挙

（
統

一
地

方
選

挙
）

実
施

後
に

投
票

デ
ー

タ
を

分
析

、
課

題
・

問
題

点
等

を
洗

い
出

し
、

次
回

以
降

の
事

業
の

実
施

に
反

映
し

て
い

く
。

県 議 選

市 長 選

選
挙

啓
発

選
挙

啓
発

選
挙

啓
発

市 議 選

３
月

４
月

市 議 選

３
月

（ 知 事 ・ 衆 ・ 参 ）

予 算 要 求９
月

投 票 デ ー タ 分 析

課 題 ・ 問 題 点 の 洗 い 出 し

５
月

～

（ 統 一 地 方 選 ）

予 算 要 求9
月

評 価 ・ 検 証５
月

見 直 し 案 検 討６
月

～
（ 市 議 ・ 参 ）

予 算 要 求9
月

評 価 ・ 検 証４
月

見 直 し 案 検 討５
月

～
（ 統 一 地 方 選 ）

予 算 要 求

9
月

選
挙

啓
発

県 知 事 選

６
月

参 議 院 選７
月

1
0

月

衆 議 院 選

参 議 院 選７
月

啓 発
啓 発

期
日

前
投

票

主
権

者
教

育

期
日

前
投

票
期

日
前

投
票

期
日

前
投

票

見
直

し
・修

正
見

直
し

・修
正

見
直

し
・修

正
見

直
し

・修
正

見
直

し
・修

正
見

直
し

・
修

正
見

直
し

・修
正

効
果

検
証

将
来

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

（ 知 事 ・ 衆 ）

予 算 要 求

９
月

県 知 事 選

６
月

1
0

月

衆 議 院 選

啓 発

（ 統 一 地 方 選 ）

予 算 要 求9
月

事 業 全 体 見 直 し
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おわりに 

 

令和 5 年度は、「市長選挙が静清合併後最低の投票率」という、大変厳しい投票結果か

らスタートしました。この厳しい現状を打開するため、静岡大学の学生さんたちと一緒に投票

状況を見える化し、現状分析を行い、若年層の投票率向上について学生さん自身が考え、

そのアイデアを取り入れた事業計画を「どうする投票率研究会」委員の皆さんから様々なア

ドバイスをいただきまとめられたことには、大変意義があると感じています。 

次回、静岡市で執行予定の選挙は、令和 7 年 3 月末に任期満了を迎える静岡市議会議

員選挙です。市議会議員選挙は、本市の選挙の中で最も投票率の低い選挙で、このままで

は投票率 40%を切ることが予想されます。この報告書は「市議会議員選挙」で若年層をター

ゲットにした投票率向上の取り組みをまとめたものです。私たちは、静岡市の選挙の中で最

も投票率の低い市議会議員選挙での投票率向上は、その後執行される全ての選挙の投票

率に必ず繋がっていくと信じていますが、「投票率向上に特効薬はない」と、「どうする投票

率研究会」の谷口会長がおっしゃられたとおり簡単なことではありません。 

さらに谷口会長から研究会の総括として、「(投票率向上に向けて)丸子(まりこ)のとろろの

ように粘り強く取り組んでいくこと。また、投票率は選挙管理委員会だけの問題ではなく、選

挙管理委員会が中心となって、他部局を巻き込み、民間へと波及させていくことが大切であ

る。」との言葉もいただきました。 

世の中の流れが速くなり、そこに暮らす人たちの考え方や価値観が変化し、多様化して

いく中で、今の時代にあった取り組みを進めていくことが、投票率の向上の施策においても

求められていると、今回、調査研究を進めながら実感しました。その一つとして、堅いイメー

ジの「選挙」や「投票」について有権者の心理的ハードルを下げる「楽しい」「ワクワク」という

今までにない感覚を取り入れることも必要だと感じています。 

選挙管理委員会事務局職員は、時代の変化に対応し、有権者の声に応えられるように

投票環境づくりや主権者教育を、熱い思いをもって進めていかなければならないと考えてい

ます。私たちは様々なチャレンジを行い、検証し、見直しすべきは見直しながら「オール静

岡」で投票率向上に取り組んでいきます。 

また、今回は検討ができませんでしたが、投票のバリアフリー化や今後益々進んでいく高

齢化に向け、高齢世代への対応などの課題にも向き合い、「全ての有権者の一票を大切に

する静岡市」を目指していきたいと考えています。 

最後に、本書の取りまとめに際し、静岡大学人文社会科学部政治学ゼミの皆さん、「どう

する投票率研究会」の委員として専門的なご意見をいただいた東京大学の谷口教授、静岡

大学の井柳教授、国立教育政策研究所の磯山調査官、名古屋市立大学の三浦准教授、

静岡新聞社の市川部長、静岡商工会議所青年部の和田迫会長に厚く御礼を申し上げます。 

 

48



地方選挙を意識した選挙啓発の意義 

  

 静岡大学人文社会科学部法学科教授 井柳 美紀 

  

今年度、市選管の依頼を受け、私が大学で担当する政治学ゼミでは、静岡市の投票率

に関する分析と今後の提言を行った。分析に関しては、市選管保有の各種データのほか、

静岡市実施の市民意識調査のうち市議選に関する箇所、全国の各種データなどを活用し

た。 

分析の結果、投票率の低下や若年層の投票率の低さなども特徴的だったが、地方選挙

の投票率の中長期的な下落傾向が国政選挙以上に顕著だった点も特筆すべき点だった。

また、市内でも、投票率が 70〜80％程度ある中山間地域から、20〜30％程度の都市部まで

違いがあるなど、市内だけでも様々な特徴がみられ、学生たちには驚きや発見も多かった。 

そこで、選管の協力を得て学生たちが作成したのが、資料「目で見る投票率 静岡市版」

である。総務省が作成している資料「目で見る投票率」を参考に、その静岡市版を作成した

もので、総務省の確認を得て、敢えて同様の名称のタイトルとした。地方選挙に関するこうし

た資料は全国的にも珍しく、特に、地方選挙の詳細な分析に加えて、一般に使用されること

を目的として作成したものはあまりない。 

この資料はどの世代にもみてもらいたいが、特に、学校用教材として活用してもらいたい

との意図をもって作成している。だからこそ、目で見て分かる資料とした、という面もある。

2015 年の公職選挙法の改正で選挙権年齢が 18 歳に引き下げられ、主権者教育が学校現

場で行われるようになっても、国政選挙と違って、地方選挙に関する主権者教育はなかな

か行われない現状がある。要因は色々だが、教材自身が少ないことも一因と言える。 

「目で見る投票率 静岡市版」は、紙媒体で市選管のホームページから公開しているほか、

動画版も作成済みで今後公開予定である。また教育現場と連携しての活用も模索中である。 

同資料には、注目すべき箇所が色々あるが、市議選に関する原因分析に関して、市民

意識調査を活用した箇所は興味深く、若い世代の場合、市議選に関心がないから選挙に

行かないケースが多く、中高年の場合、どの候補者を選んでよいか分からないため市議選

に行かないケースが多い、というものがあった。 

世代毎の対策が必要なことを示唆しているが、特に若年層については、既に市議選・市

長選ともに投票率が 20％台であり、多くは関心そのものがないという現状がある。投票率の

低下は、地方選挙のそれを含めて、要因が複合的であり、簡単に止められるものでもない。 

しかし、最も身近な選挙の低投票率は、身近な政治・行政・社会への市民の関心の低下

と密接に関わっているであろうことを考えると、何よりもまず関心をもつ機会をつくる、という

地道な活動を行うことは、地域社会の今後にとって不可欠なことであろう。 

特に、かつてのように地域コミュニティの中で地域の政治や選挙の話題に自然と触れ、選

挙に行くのが当たり前、という時代でない現在だからこそ、いまの時代に即した方法で関心

をもてる環境づくりを行うことが必要だろう。 
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【静岡市ホームページ】 

「目で見る投票率～静岡市版～」はこちら 

https://www.city.shizuoka.lg.jp/s6493/s008933.htmｌ 

右の二次元コードからも上記ホームページへアクセスできます 
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どうする投票率研究会について 

 

１ 研究会の委員（職務代理者以下５０音順）                        (敬称略) 

委員 所属 

会長    谷口 将紀 東京大学大学院法学政治学研究科教授 

職務代理者 井柳 美紀 静岡大学人文社会科学部法学科教授 

磯山 恭子 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官 

市川 雄一 株式会社静岡新聞社ニュースセンター専任部長 

三浦 哲司 名古屋市立大学人文社会学部准教授 

和田迫 勝徳 静岡商工会議所青年部会長 

 

２ 会議日程 

第１回 令和５年９月 11日  第２回 令和５年９月 21 日  第３回 令和５年 10月 12 日 

 

３ 目標とターゲット 

(1) 目標：令和７年３月執行予定の静岡市議会議員選挙における投票率の向上 

(2) ターゲット：高校生、大学生も含めた、「初めて選挙に行く人」 

 

４ 会議で出された意見等 

(1) 主権者教育 

  主権者教育＝選挙ではないが、静岡市の学校の取り組みの把握が必要。 

  投票につなげるには、「地域のことに関心を持つ」こと。 

  教師の負担感がないよう学校が手軽に使用できる教材の作成が必要。 

  学校の何処で使用するものなのかをはっきりさせることが必要。 

  組織的取り組みとして大学も高校と連携して行うべき。 

  出前授業は、もっと拡充していくべきではないか。 

  模擬選挙を実施した場合に高校生の投票率が上がる傾向がある。 

  若者にとって、伝える内容のわかり易さが大切。 

  18 歳にとって、初めて行く投票所に対するハードルが高い。 

  市議会議員との対話イベント等の若い人が共感できるような取り組みが必要。 

  その前段として学生（生徒）は生徒会や特別活動、授業での学びが必要。 

  ナッジの手法を取り入れて印刷物を作るとよい。 

  高校最後の授業で「選挙に行こう！」と声かけしてもらう。先生から贈る言葉として意義がある。 

 

(2) 啓発・情報発信 

  情報発信は、自分がやったことについて「シェア」することが大事。 

  「バズる」何かをやらないと若者には届かないため、若者の中で拡散させる核となるものが必要。 

  若い人が能動的に関わる仕掛けが必要。参加者が決定に加わることが大切。 

  投票事務の市民従事者は学生の受けが良い。 

  学生の「市民従事者」従事は「静岡市モデル」を作るヒントにならないか。 

  広告や有名人の起用では効果がでない。 

  集客力のあるイベントとコラボや選挙啓発イベントを継続的に開催し、それを影響力のある人に発信し

てもらう。 

  トークイベントから切り抜き動画を作成する作業をサポーターにやってもらったらどうか。 

  候補者マッチングは地方選挙には向かないが、市議選でやるのも面白いが、選管サイドで争点を決めて

はいけないため、民間での実施となる。 
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(3) 投票環境 

【期日前投票所】 

  商業施設の期日前投票所は、３区の投票所の開設が効果的。 

  もともと投票する意思のない人にアプローチするのに公共施設では意味がない。 

  公共施設以外で人の集まる場所に開設は、実施する価値はある。 

【マルシェ】 

  投票所の横にマルシェを出店し、選挙＝義務というイメージを払拭。 

  「マルシェに来たついでに投票する」というように、選挙に対するハードルを下げる効果。 

  マルシェ出店を民間で実施する場合、開催場所の許可申請等が複雑なので、民間に丸投げせずに選管

がワンストップでサポートするようなしくみが必要。 

  学生は、「親子で投票に来てほしい」という思いからマルシェが効果的と考えている。 

  将来の有権者を増やすという観点からオーストラリアのようにソーセージを売るなどの楽しい取り組

みも良い。 

【スポーツ×選挙】 

  若者の興味や趣向は多岐にわたるため、若者の関心に合わせた組み合わせが大切。 

【候補者情報】 

  告示日当日に選挙公報（紙）は間に合わないので、HP等にアップできるとよい。 

  ポスター掲示場や入場券に二次元コード等で周知できるよう工夫が必要。 

【選挙割】 

  行政の支援は難しいが、民間任せにならないように何かしらの関わりが必要。 

  選挙本来の目的とは違うが副産物効果もある。 

 

５ 谷口会長総括 
  投票率向上に「特効薬」はない。この協議がキックオフである。 

  1～2回の結果で評価するのではなく、息の長い粘り強い取り組みが必要である。 

  選挙管理委員会だけの問題ではない。議員（議会事務局）、教育委員会、その他関係部局も巻き込んでい

き、民間へと波及させていく必要がある。 

  バリアフリーを進めていくこと。コストはかかるが、1票を大切にしている市にしていくこと。この風

土になれば、何よりの選挙啓発となる。 
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           宮城県～宮城犬（けん）議会議員選挙～ 

 
● 選 挙 名 ：宮城県議会議員選挙 

● 選 挙 期 日 ：令和５年 10 月 22 日（日） 

● 投 票 率 ：35.93％（前回：令和元年 10 月 27 日執行 34.80％_1.13 ﾎﾟｲﾝﾄ増） 

● 直 近 の 投 票 率 ：48.80％（R4 参）、55.87%（R3 衆）、56.29%（R3 知事） 

 

事業名 

・宮城犬（けん）議会議員選挙 

令和５年 10 月 22 日（日）投開票 宮城県議会議員選挙の投票率を高めるため、宮城県選挙管理委員会が実施

した啓発イベント 

 

事業内容 

・10 月 15 日（日）、16 日（月）の２日間、仙台駅２階にリアル投票所を設け「犬（けん）議会議員選挙」を実施。立候

補犬のみーくん、やんくん、ぎんくんの３匹がそれぞれ個性的なマニフェストを掲げた。 

争点は、「お仕事犬働きすぎ問題」など。各候補（３匹）はそれぞれ「他の動物も働けるようにするワン！」、「お昼

寝休憩ができるようにするワン！」、「テレワークを導入して働きやすくするワン！」と公約を掲げ自身への投票を

訴えた 

・年齢を問わず、誰でも投票でき、投票用紙は本物の選挙と同じ素材を使用した用紙が使われた。18 日（水）まで

web 投票も実施。「投票すること」を体験し、選挙への関心を高めることを狙った。 

＜宮城県議会議員選挙結果＞ 

上記のとおり 

＜宮城犬議会議員選挙＞ 

投票総数約 2,800 人（web、駅半々） 

 

考察 

・犬議会議員選挙においては年齢を問わず、投票が可能だったため、選挙権をもたない若年層も投票をしていた。 

・実際に投票したという経験は将来、有権者となった時の投票行動に影響を与えると考えられる。 

  

有権者の関心を高める情報発信 
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        岡山県岡山市～商業施設に全区(４区)の期日前投票所～ 

 
● 投 票 所 数 ：789.95 ㎢ 

● 市 の 人 口 ：683,449 人（令和５年 12 月） 

● 選挙人名簿登録者数 ：577,956 人（令和５年 11 月末） 

● 投 票 所 数 ：134 箇所 

● 直 近 の 投 票 率 ：38.17％（R5 県議）、37.29％（R5 市議）、46.32％（R4 参） 

47.55％（R3 衆）、34.01％（R3 市長）、 32.09％（R2 知事） 

 

背景 

区を問わず全市民が投票できる期日前投票所の設置を求める声は以前からあり、投票率の低下に歯止めがかか

らないため、投票率の下げ止めを目的に多くの人が集う大型商業施設（イオンモール岡山【北区】）に平成 31 年４

月の統一地方選挙（岡山県議・市議）から期日前投票所を設けた 

 

商業施設期日前投票所の設置状況 

開設期間は３日間、開始時間は施設(イオンモール岡山)の開店時間を考慮し 10 時から。終了時刻は 20 時 

 

  

 

考察 

・商業施設に静岡市よりも多い 4 区の期日前投票所を設置し、運営している 

・岡山市議会議員選挙の期日前投票者数では、令和５年のイオンモール岡山が 8,853 人、前回平成 31 年の

6,242 人と比較して 2,611 人増え、商業施設での期日前投票が市民に浸透している（期日前投票者数全体_令和５

年市議：77,815 人、平成 31 年市議：73,620 人、4,195 人増） 

  

イオンモール岡山１階未来スクエア(北区) 期日前投票者数(10時〜20時)
令和5年4月9日(日)執行 岡山市議会議員選挙

北区 中区 東区 南区 日計
４月４日(火) 1,894 468 113 313 2,788
４月５日(水) 1,992 541 157 364 3,054
４月６日(木) 2,035 498 144 334 3,011

各区計 5,921 1,507 414 1,011 8,853

※参考 投票者数等
区計 北区 中区 東区 南区 市合計

期日前投票者数 29,947 17,023 11,945 18,900 77,815
当日有権者数 238,264 118,612 76,971 136,239 570,086
投票者数 91,373 44,790 28,872 47,553 212,588
投票率 38.35% 37.76% 37.51% 34.90% 37.29%

投票しやすい環境づくり 

イ
オ
ン
モ
 
ル
岡
山 
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宮         宮城県～宮城県議会議員選挙_選挙割～ 

 
● 選 挙 名 ：宮城県議会議員選挙 

● 選 挙 期 日 ：令和５年 10 月 22 日（日） 

● 投 票 率 ：35.93％（前回：令和元年 10 月 27 日執行 34.80％_1.13 ﾎﾟｲﾝﾄ増） 

● 直 近 の 投 票 率 ：48.80％（R4 参）、55.87%（R3 衆）、56.29%（R3 知事） 

 

事業名 

・宮城県議会議員選挙_選挙割 

※選挙割とは、投票後に受け取れる投票済証明書などを提示すると商品の割引といったサービスを受けられる

仕組み 

 

事業内容 

・令和５年 10 月 22 日（日）投開票の宮城県議会議員選挙で宮城大学地域資源マネジメント研究室の学生が一般

社団法人「選挙割協会」と連携し、宮城センキョ割学生実施委員会を立ち上げて実施。令和４年７月の参議院議

員選挙から取り組んでいる 

今回のサービスが受けられるのは 22 日の投開票日から１～２週間。期間や内容は店によって異なる。協力店舗

は 78 店舗（センキョ割ＨＰより） 

選挙割利用者の中には「今まで選挙にいったことが無かったけど、よく利用するお店が選挙割をやっていると知っ

て、初めて投票に行きました」という方もいた 

＜宮城県議会議員選挙結果＞ 

上記のとおり 

 

考察 

・「選挙に行こう」とただ呼びかけをするよりは選挙に関心をもってもらうきっかけにはなると考えられる。 

・民間事業者の協力があって初めて成立する。  

投票しやすい環境づくり 
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          愛知県新城市～新城市若者議会の設置～ 

 
● 市 の 面 積 ：499.23 ㎢ 

● 市 の 人 口 ：41,971 人（令和５年 12 月） 

● 選挙人名簿登録者数 ：36,813 人（令和５年 12 月） 

● 投 票 所 数 ：28 箇所 

● 直 近 の 投 票 率 ：45.27％（R5 県議）、47.44％（R5 知事）、59.44％（R4 参） 

72.57％（R3 衆）、72.62％（R3 市長）、72.61％（R3 市議） 

 

背景 

・消滅可能性都市に選定された地域的背景や、子どもの貧困、雇用問題などの社会的背景に対する市長の思い

と、海外の若者との交流を通じて感じたまちに対する若者の思いが重なったことにより、平成 27 年４月に新城市

若者条例及び新城市若者議会条例が制定された 

 

若者議会の構成 

・委員は市内に在住・在学・在勤するおおむね 16 歳から 29 歳までの若者（市外委員制度も有） 

・委員及び市外委員は公募により選出（定員を超える応募があった場合は書類選考） 

・任期１年、定員 20 人。市外委員の定員は５人。※R４年度：高校生 18 人、大学生２人 

 

活動内容 

・予算提案権 1,000 万円（上限）を持ち、予算の使い道を若者自らが考え政策立案（11 月に市長へ答申。11 月以

降も事業の詳細を検討） 

・若者議会により答申された事業は市議会３月定例会で可決されれば、次年度に市で実施 

・これまでに図書館のリノベーションや観光パンフレット、国際交流イベント、企業情報誌、趣味活サイトなど約 40

事業が提案され、実施してきた 

・委員及び市外委員をサポートする役割として、メンター市民（若者議会経験者等）とメンター職員（市の若手職

員）が会議に出席 

 

考察 

・参加者が市政について深く考えるきっかけになる 

・同世代の活躍によって、若者の政治への関心が高まる 

・ただ若者の意見を聞くだけでなく、1,000 万円の予算により若者が考えた事業を実施している 

  

主権者教育（社会参画）の充実 
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     山形県遊佐町～遊佐町少年町長・少年議員公選事業～ 

 

● 市 の 面 積 ：208.4 ㎢ 

● 市 の 人 口 ：12,502 人（令和５年 12 月） 

● 選挙人名簿登録者数 ：11,106 人（令和５年 11 月末） 

● 投 票 所 数 ：７箇所 

● 直 近 の 投 票 率 ：無 投 票（R5 町議）、53.36％（R5 県議）、62.55％（R4 参） 

65.75％（R3 衆）、無 投 票（R3 町長）、65.39％（R3 知事） 

 

背景 

・人口減少、少子高齢化、職住分離、生活形態の多様化により、「地域づくり」「まちづくり」の重要性が高まり、担

い手である若者が地域社会の一員であることを自覚し、地域社会での若者の活躍の場を創るために、平成 15 年

７月に遊佐町少年町長・少年議員公選事業をスタートした 

 

若者議会の構成 

・少年町長及び少年議員は町内に在住する中高生及び町内に通学する高校生 

・少年町長及び少年議員は選挙により選出する（町内の中高生の投票）※令和４年度_少年町長２名（定員１名）、

少年議員 16 名（定員 10 名）、有権者 592 名のうち 509 名の投票により選出 

 

・年３回少年議会を開催 

・事業期間 4 月～12 月 

 

活動内容 

・政策予算 45 万円をもち、政策提言を町の政策に反映させる 

・少年議会アンケートとして行った若者の意見調査の集約結果などをもとに、活動目標・活動内容を協議し、その

結果を踏まえコンセプトを決めて活動 

・特産品の開発、ゆざマルシェの開催、ゆざっこかるたの制作、遊佐町宝探しの開催、少年議会ガイドブックの作

成、ゆざミュージックフェスティバルの開催 

 

考察 

・若者たちが、自らの代表を直接選び、政策を実現していくことで、学校外で民主主義を実際に体験・学習するこ

とができる 

・若者の提言や意見を町が採り上げることにより、若者の町政参加を促す 

・事業に関わるすべての関係者が、若者の意見に学ぶことができる 

主権者教育（社会参画）の充実 
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